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             平成２４年度第２０回震災復興推進本部会議提案 審議・報告・その他 

             提 出 日：平成２５年１月１５日 

             担当部・課：震災復興部 復興政策課〔内線５５１３〕 

 

①件  名 

石巻市復興特区金融協議会（地域協議会）の設置について 

②施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

東日本大震災特別区域法（平成２３年１２月１４日法律第１２２号）第１３条の規定に基づき、

作成しようとする復興推進計画及びその実施に関し必要な事項を協議するために設置するもの。 

なお、地域協議会の設置については原則として必須とは規定されていないものの、一部の特例措

置を活用する場合には設置が必須とされており、復興特区支援貸付事業（復興特区支援利子補給金

事業）に関する復興推進計画の認定申請にあたっては、地域協議会による協議を経る必要がある。 

③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

東日本大震災特別区域法（平成２３年１２月１４日法律第１２２号） 

 

【復興基本計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無】 

 第６章 実現に向けて 

  ３ 震災復興特区制度の活用 

④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

・平成 24年 12月 12日 復興特区支援利子補給金事業の応募 

・平成 25年 1月 復興庁から上記応募に係る採択通知（予定） 

⑤主な内容 

１．構成員 

 ① 特定地方公共団体（石巻市） 

 ② 復興推進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者（株式会社日本政策投資銀行） 

 ③ 当該特定地方公共団体が作成しようとする復興推進計画又は認定復興推進計画及びその実施

に密接な関係を有する者（石巻商工会議所、株式会社街づくりまんぼう） 

 ④ その他当該特定地方公共団体が必要と認める者（宮城県） 

 ※()内は現時点での構成員を記載したもの 

２．所掌事務 

 ① 復興特区支援利子補給金事業に関する復興推進計画の作成及び変更に関すること 

 ② 新たな規制の特例措置等（金融に関する事項に限る。）に関すること 

 ③ 復興推進計画の区域において地域の課題の解決のために事業を行う株式会社に対する出資に係

る所得控除に関する認定復興推進計画の実施に関すること 

 ④ 復興特区支援利子補給金事業に関する復興推進計画及び認定復興推進計画の実施に関すること 

３．会議 

(1)構成員等 

① 構成員 

石巻市、石巻商工会議所、株式会社日本政策投資銀行、株式会社街づくりまんぼう、宮城県の

職員で構成。 

必要があると認めるときは１の③及び④に掲げる者を構成員として加えることができる。 
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また、1の②、③に掲げるものであって構成員以外の者から自己を協議会の構成員として加え

るよう申し出があった際は、正当な理由がある場合を除き、構成員として加えるものとする。 

(2) 会長及び副会長 

会長は、構成員のうち互選により選任し、副会長は会長が指名する。 

 (3) 会議 

   構成員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。 

   会長は、必要に応じ、会議に構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

４．事務局 

協議会の事務所を処理するため、震災復興部復興政策課に事務局を置く。 

５．その他 

上記の他に協議会の運営に関する必要な事項は、協議会において別に定める。 

 

⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

・復興特区支援利子補給金事業に関する復興推進計画の認定申請が可能となる。 

・協議会開催に関して財政負担は生じない。 

 

⑦他の自治体の政策との比較検討 

県内においては、仙台市、塩竈市、気仙沼市が協議会を既に設置している。 

 

⑧今後の予定及び施行予定年月日 

１月中旬に第１回協議会を開催する。 

 

⑨その他 

協議会に諮るべき案件が生じた都度、随時、協議会を開催していくこととする。 

 

地域協議会の設置が必須とされている特例措置等は次のとおり。 

①復興推進計画の認定申請をしようとする地方公共団体が新たな規制の特例等に関する提案をする

場合（法第１１条第１項） 

②食料供給等施設の整備に係る農地法等の特例を活用する場合（法第２３条） 

③小水力発電に係る河川法及び電気事業法の特例を活用する場合 

④復興特区支援利子補給金の支給を受ける場合（法第４４条第１項） 

※なお、平成２４年３月２３日に認定を受けた石巻まちなか再生特区で特例の活用が可能となって

いる株式会社街づくりまんぼうの「地域の課題解決のための事業を行う株式会社に対する出資に

係る所得控除の特例」については、施行規則第 23 条の規定により株式会社街づくりまんぼうが地

域協議会を構成する法人であることが要件とされている。 

 

 



 


